
彦根長浜都市計画地区計画の変更 (長浜市決定)

都市計画祇園八 ノ坪地区地区計画を次のように変更する。

名  称 祇国人 ノ坪地区地区計画

位  置 長浜市祇園町字人 ノ坪の一部、字ニノ坪の一部

面  積

当該地区は、」R長浜駅より北西に約 1.2 km、 県道祇園八幡中山線北側、主要

道木之本長浜線東狽1に位置 し、市街化区域 (既存集落)の外縁にある。地区の

狽1、 東側、西側は農地があり、南側は市街化区域で良好な住宅地が形成されて

いる。また、既存幹線道路沿いには、商業施設や医院、薬局等の医療関係施設も

あり利便性が高い。

このような環境にある当該地区周辺の集落においては、人口・世帯数が増加 し

いるものの、既存宅地の区域で高齢化が進んでおり、集落の維持や地域コミユ

ティの希薄化といつた将来的な問題が懸念される。

本地区計画では、幹線道路沿いに商業用地を配置 し、周辺住民の利便性向上を

図り、商業用地の奥に住宅地を配置 し、既存集落とのコミュニティ形成を重視 し

ながら、良質な住宅地を供給 し、若年層の世帯分離や Uタ ーン・ |タ ーン・」

ターン等に対応する等、持続可能な集落形成に寄与することを目標とする

良好な自然環境を確保 しつつ、周辺住民に対する飲食の供給等を目的とした商

周辺の自然環境や既存住宅地との調和を図りつつ、優良な住宅地としての土地

用を行い、その維持保全を図る。

地を配置 し、利便性を向上させる。

区施設の

備の方針

良好な定住環境の形成を図るため、幅員 60mの区画道路、住宅区域の 3%以上

の面積を有する公園を整備するとともに、上下水道施設等の整備を行う。

1)良好な商業地区及び戸建住宅地としての環境を保全するため、建築物の用途及

び建築物の壁面の位置を制限するとともに、建ぺい率、容積率及び建築物の高

さの最高限度を定める。

2)敷地細分化等による環境悪化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を

定める。

3)建築物、工作物、看板等については、長浜市景観計画に基づき、落ち着いた色

調を用いるものとする。

区

域

の

整

備

、

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針

その他の整

針

電柱は、道路の有効幅員を確保するため、民地内に設置する。

は、周辺環境に配慮 した色とする。
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・区画道路 (幅員 6m):延長約 748m
・公園 :2箇所 (①約 291ド ②約 305ド )

地区施設の配置及

び規模

C地区A地区 B地区名称

率jO.4ha 約 1.62ha面積 率,0.24ha

地区の

区分

次の各号に掲げる建築物は、建築 してはな

らない。

(1)マ ージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝

馬投票券販売所、場外車券売場その他こ

れらに類するもの。

(2)カ ラオケボックスその他 これ らに類する

もの。

(3)濠1場、映画館、演芸場若 しくは観覧場又

はナイ トクラブその他これらに類するも

の 。

(4)倉庫業を営む倉庫

(5)工場 (自 動車修理工場を含む)

(6)ボ ー リング場、スケー ト場、水泳場その

他これらに類するもの。

(7)ホ テル又は旅館

(8)畜 舎。ただ し、研究所及び動物取扱業の

販売・保管・貸出に供する施設に付随す

るものは除 く。

(9)風 俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律第 2条第 1項第 1号から第 5

号に規定する風俗営業又は同条第 6項か

ら第 11項 に規定する性風俗関連特殊営業

若 しくは特定遊興飲食店営業の用に供す

る建築物

(10)共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿

建築物等の用

途の制限

容積率の最高

限度

建ぺい率の最

高限度
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建築物の敷地

面積の最低限

度

次の各号に掲げる建築物

以外の建築物は、建築 し

てはならない。

(1)住宅 (た だ し、一戸建

専用住宅に限る。 )

(2)住宅で事務所、店舗そ

の他これ らに類する用

途を兼ねるもののうち

建築基楽 法施行令 第

130条 の 3に定めるも

の 。

(3)診療所

(4)巡査派出所、公衆電話

所その他 これ らに類す

る公益上必要な建築物

で建築基準法施行令第

130条 の 4に定めるも

の 。

(5)町 内会管の地区住民を

対象 とした社会教育的

な活動あるいは、自治

会活動の目的に供する

ための集会所その他こ

れらに類するもの。

(6)前各号の建築物に附属

するもの。 (建築基準

法施行令第 130条 の 5

に 定 め る も の を 除

く。 )



壁面の位置の

制限

道路境界及び敷地境界までの距離は、1.Om以上とする。

ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限 りではない。

(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長 さの合計が 3.Om以下であるも

の 。

(2)物置その他これに類する用途に供 し、軒高が 2.3m以下でかつ床面積の

合計が 5席以内であるもの。

(3)壁面を有 しない自動車車庫で軒高が 2.5m以下であるもの。

建築物等の高

さの最高限度

(1)建築物の高さの最高限度は、敷地地盤面から 12mと する。

(2)前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さは、建築物の壁面か

ら前面道路の反対側の境界線までの水平距離が 20m以下の範囲内にお

いては、当該部分から前面道路の反対側までの水平距離に 1.25を 乗 じ

て得たもの以下とする。 (道路斜線規制)|

(3)敷地地盤面からの建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地境界線ま

での真北方向の水平距離に 1.25を 乗 じて得たものに 10mを加えたもの

以下とする6(北側斜線規常1)

建築物等の形

態又は色彩そ

の他の意匠の

制限

建築物の外壁、屋

根の色彩は、長浜市

景観計画に定める景

観形成基準 を満たす

ものであること。

(1)附属建築物を除き、建築物の屋根は原則 として

勾配屋根とし、屋根勾配は 10分の 3以上である

こと。

(2)建築物の外壁、屋根の色彩は、長浜市景観計画

に定める景観形成基準 を満たす ものであるこ

と。

垣又はさくの

構造制限

(1)道路及び水路に面 して垣又はさくを設置す

る場合は、その構造は、生け垣又は透過性

の高いフェンスとし、土塀、板塀、 ブロッ

ク塀等 は設置 してはな らない。 ただ し門

柱、門扉に類するもの及び敷地地盤面か ら

40 cm以下の上記フェンス基礎 (コ ンクリー

トブロック等)は この限りではない。

(2)道路及び水路に面 して設置する垣又はさく

の高さは敷地地盤面から 15mを超えてはな

らない。

(1)道 路及 び敷地境 界 に

面 して垣又 は さ くを

設置 す る場合 は、 そ

の構造 は、生 け垣 又

は透過性 の高 い フェ

シス と し、上塀、板

塀、 ブ ロック塀等 は

設 置 して は な ら な

い。 ただ し門柱、 門

扉 に類 す る もの及 び

敷地地盤面から 40 cm

以下 の上記 フエ ンス

基礎 (コ ンク リー ト

ブ ロック等 )は この

限 りではない。

(2)垣 又 は さ くの高 さは

敷地地盤面から 1.5m

を 超 え て は な ら な

い 。

区域は計画図表示のとおり

理由書は別紙のとおり





理   由

祇園町は、人口動態において、長浜市全体の人口が減少 している中で、継続 し

て人口・世帯数が増加 している地域であるとともに、主要地方道木之本長浜線及

び県道祇園人幡中山線に接 してお り長浜駅や国道へのアクセスが良 く、沿道に

商業施設・医療関係施設もあるため、利便性が高い地域 となっています。

この点から、市街化区域に接する上記の交差点付近から大井川までの地区―

帯については、地区計画制度を用いた土地開発を平成 29年から進めており、当

該地はその内の一部分 (祇園町字八 ノ坪、字ニノ坪の一部)と な ります。

本地区計画は、平成 29年 12月 に当初決定されてお り、今回、都市計画の変

更 として区域拡大するものです。

祇園八 ノ坪地区地区計画に隣接する祇国町字ニノ坪の一部及び字八 ノ坪の一

部の土地において地区整備計画を立てることで、長浜市都市計画マスタープラ

ンにおける神照地域圏の地域 目標である「広域交通基盤 をいか した商業・サー ビ

ス業空間の充実を図るとともに、人口増加に対応 した質の高い居住空間の形成」

を目指 し、I周 囲の景観 と調和 した良好な住宅地形成を進めます。
ヽまた、祇園町字ニノ坪の一部及び字人 ノ坪の一部の土地 を地区整備するにあ

た り、将来的な自治会の形成や土地利用の利便性 を高め、既存の住宅地 と一体の

ものとして連続性を持たせ られるように、既存の祇園人 ノ坪地区における地区

整備計画上の公園を一部道路へ変更 し、新たに整備する土地 との接道を設けま

す。




